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昭和２７年 ３月  市民の間に国民健康保険について，組合設立の動きがあったことに始まり，市議会に

おいて審議され社会保障制度として重要であり，市営とすることの意見の一致をみた。 

昭和２７年１２月  市規則をもって議会､医師会及び学識経験者に理事者を加えて，函館市国民健康保険準

備委員会を設置。 

昭和２９年１２月  市規則をもって設立準備事務局を設置，同事務局に専任職員を置き国民健康保険に関

する資料の作成に入る。 

昭和３２年１２月  設立準備委員会から事業実施への努力を期待する由の答申が提出された。 

          設立準備委員会の提言もあり，事業実施の賛否を求める世論調査を実施し７７％余の

賛意を得た。 

昭和３３年 ３月  定例市議会において，国民健康保険事業を同年１０月から開始するための所要予算並

びに関係条例を可決。 

昭和３３年 ４月  函館市国民健康保険条例並びに函館市国民健康保険税条例を制定。 

          設立準備事務局を廃止し，国民健康保険事務局を設け，庶務，資格，保険税，給付の

４係を置く。 

昭和３３年 ５月  函館市国民健康保険条例施行規則並びに函館市国民健康保険税条例施行規則を制定。 

昭和３３年 ９月  函館市国民健康保険協力会奨励規則を制定。 

昭和３３年１０月  函館市国民健康保険事業開始，被保険者世帯 18,005 世帯（加入率 31．69%），被保険

者 67,262 人（加入率 26．85%），国民健康保険協力会の組織結成を勧誘。 

昭和３３年１２月  国は国民皆保険体制を整備するため，国民健康保険法の全文を改正し，市町村に対し，

昭和３６年４月までに実施するよう義務付けた。 

昭和３４年 １月  基準看護の給付制限を解除。 

昭和３４年 ３月  国民健康保険法の改正に伴い，函館市国民健康保険条例の全文を改正し，昭和３４年

１月１日から適用。 

昭和３４年 ４月  国保の保健施設活動のため，保健婦を常置することを決定。 

昭和３４年 ５月  庶務係に保健婦５人を配し，うち１名を亀尾地区に常駐。 

昭和３４年 ６月  亀尾地区の農林会館に診療室を設け，内科医の巡回診療を開始。 

昭和３４年 ７月  亀尾地区に歯科の巡回診療を開始。 

機構改革により国民保険部に改組し，庶務課（庶務，資格，給付，国民年金４係）と 

保険税課（賦課，徴収，２係）の２課を置く。 

昭和３６年１０月  国民健康保険法の改正により世帯主の結核疾病及び精神障害について７割給付実施。 

昭和３７年 ４月  助産費５００円を１，０００円に，葬祭費１，０００円を２，０００円に改める。 

国保保健婦を身分保留のまま保健所に統合。 

昭和３７年１０月  療養の給付期間(３年)の制限を撤廃。 

昭和３８年 ４月  低所得者に対し法定軽減（６割・４割）措置を実施。 

往診，給食，寝具設備及び歯科補綴の給付制限解除，助産費１，０００円を２，０００円 

に改める。 

昭和３８年１０月  世帯主の全疾病に７割給付を実施。 

昭和４１年１１月  銭亀沢村を函館市に編入することに伴う函館市国民健康保険条例及び函館市国民健康

保険税条例の特例に関する条例を制定。 
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昭和４１年１２月  銭亀沢村と合併し，国保被保険者世帯２０，１２０世帯，被保険者６２，５６３人と

なる。 

昭和４２年 １月  世帯員の７割給付を実施。（世帯全員７割給付） 

昭和４２年 ３月  銭亀沢村を函館市に編入することに伴う函館市国民健康保険条例及び函館市国民健康

保険税の特例に関する条例を廃止。 

昭和４３年 ４月  住民基本台帳法の制定に伴い被保険者の資格得喪に伴う事務の窓口一本化を実施。 

昭和３７年４月１日に保健所に統合した国保保健婦を保健所から分離し国民保険部に 

配置。 

昭和４４年 ４月  機構改革により資格，保険税両係を統合し，保険税課賦課係とし，庶務課に保健係を

新設。 

昭和４４年 ６月  函館市国民健康保険税条例の廃止と函館市国民健康保険条例の全文改正を行い保険税

を保険料に，賦課方式をただし書方式に保険料賦課限度額５０，０００円を８０，０００

円に改める。 

          低所得者（年収６０万円以下）に対し自主軽減措置を実施。 

昭和４５年 ４月  助産費２，０００円を５，０００円に改める。 

          低所得者（年収４０万円以下）に対し，自主軽減措置を実施。 

昭和４５年 ６月  函館市国民健康保険条例の一部を改正し，保険料の仮賦課，本賦課方式を廃止し，納

期を９期（７月から翌年の３月まで）に改める。 

昭和４６年 ４月  低所得者に対する自主軽減措置を廃止。 

昭和４６年 ８月  機構改革により市民部国民保険課（賦課，収納，給付，保健の４係）に改組。 

昭和４６年 ９月  助産費５，０００円を１０，０００円に改める。 

昭和４７年 ４月  葬祭費２，０００円を３，０００円に改める。 

昭和４８年 ４月  葬祭費３，０００円を５，０００円に改める。 

昭和４８年１２月  亀田市の編入に伴う函館市国民健康保険条例の適用の特別措置に関する条例を制定。 

          亀田市と合併し，国保被保険者世帯２９，０１９世帯，被保険者７９，５５７人とな

る。 

昭和４９年 ４月  保険料賦課限度額８０，０００円を１２０，０００円に改める。 

          葬祭費５，０００円を１０，０００円に改める。 

          一部負担金の特例として精神病療養費の支給実施。 

昭和４９年 ６月  保険料賦課事務の電算委託。 

昭和４９年 ７月  任意給付として高額療養費（自己負担限度額３０，０００円）の支給実施。 

昭和５０年 ７月  助産費１０，０００円を２０，０００円に改める。 

昭和５０年 ８月  機構改革により，市民部国民保険課給付係を管理係に，亀田支所社会課国保係を同支

所民生課国保管理係及び国保収納係，銭亀沢支所国保係を民生係に改組。 

昭和５０年１０月  高額療養費（自己負担限度額３０，０００円）の支給が法定給付となる。 

昭和５１年 ４月  亀田市の編入に伴う函館市国民健康保険条例の適用の特別措置に関する条例を廃止。 

          運営協議会委員のブロック別定数６人を７人に改める。 

          助産費２０，０００円を３０，０００円に改める。 

          保険料賦課限度額１２０，０００円を１５０，０００円に改める。 

          督促手数料３０円を１００円に改める。 
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昭和５１年 ８月  高額療養費の自己負担限度額３９，０００円となる。 

          歯科差額徴収制度の廃止。 

昭和５２年 ４月  助産費３０，０００円を４０，０００円に改める。 

          保険料賦課限度額１５０，０００円を１７０，０００円に改める。 

          すべての異動に係る月割賦課の実施。 

          みなす世帯主に係る保険料賦課を廃止。 

昭和５２年１０月  機構改革により亀田支所民生課国保管理係及び収納係を亀田支所民生課民生係に改組。 

昭和５３年 ４月  保険料賦課限度額１７０，０００円を２１０，０００円に改める。 

          国保保健婦を市立保健所に移管。(７名) 

昭和５３年１０月  高額療養費貸付制度の斡旋事務の実施。 

          助産費４０，０００円を６０，０００円に改める。 

昭和５３年１１月  柔道整復師の都道府県単位による受領委任払方式を破棄し，全国協定に改める。 

昭和５４年 ４月  保険料賦課限度額２１０，０００円を２２０，０００円に改める。 

昭和５５年 ４月  保険料賦課限度額２２０，０００円を２４０，０００円に改める。 

昭和５６年 ４月  助産費６０，０００円を８０，０００円に改める。 

          保険料賦課限度額２４０，０００円を２６０，０００円に改める。 

昭和５７年 ４月  保険料賦課限度額２６０，０００円を２７０，０００円に改める。 

昭和５７年 ８月  国民健康保険医療費通知の実施。 

昭和５７年 ９月  高額療養費自己負担限度額４５，０００円となる。（市民税非課税世帯及び７０歳以上

の者，又は６５歳以上７０歳未満の老人医療費支給制度対象者については３９，０００

円） 

昭和５７年１２月  老人保健法の施行に伴い，函館市国民健康保険条例の一部を改正し，国民健康保険料

の賦課総額の算定方式を変更し，並びに過料の額を改定する。（過料の額２，０００円を

２０，０００円に改める。） 

昭和５８年 １月  高額療養費自己負担限度額５１，０００円となる。（市民税非課税世帯及び７０歳以上

の者，又は６５歳以上７０歳未満の老人医療費支給制度対象者については３９，０００

円） 

昭和５８年 ２月  老人保健法実施。 

昭和５８年 ３月  助産費８０，０００円を１００，０００円に改める。 

昭和５８年 ４月  保険料賦課限度額２７０，０００円を２８０，０００円に改める。 

機構改革により銭亀沢支所民生産業課民生係を銭亀沢支所民生課民生係に改組。 

昭和５９年 ４月  給付事務及び収納消込事務の電算委託。（賦課事務，昭和４９年 ６月電算委託） 

          保険料賦課限度額２８０，０００円を３５０，０００円に改める。ただし昭和５９年 

度に限り３２０，０００円とする。 

昭和５９年１０月  退職者医療制度施行。 

          高額療養費支給制度の改正。 

・市民税非課税世帯の自己負担限度額３９，０００円から３０，０００円に引き下げ。 

・世帯合算の実施。（同一世帯で３０，０００円（非課税２１，０００円）以上の自 

己負担限度額を合算） 

・多数該当の実施。（申請月の前１年間に３回以上受給の場合４回目以降の自己負担 

限度額は，３０，０００円（非課税２１，０００円）） 
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・血友病，人工透析を必要とする慢性腎不全については，自己負担限度額１０，０００円。 

国民健康保険料収納率向上対策を策定。 

          国民健康保険料（税）収納率向上対策特別事業の指定を受ける。 

昭和５９年１２月  高額医療費共同事業の実施。 

昭和６０年 ４月  保険料賦課限度額は，昭和６０年度に限り３３０，０００円とする。 

昭和６１年 ４月  保険料賦課限度額を３５０，０００円とする。 

昭和６１年 ５月  高額療養費自己負担限度額５４，０００円となる。 

昭和６１年 ８月  運営協議会委員に被用者保険等保険者代表２名を加え定数を２３名に改める。 

昭和６２年 １月  老人保健法の一部改正。 

国民健康保険財政健全化推進要綱を策定。 

昭和６２年 ４月  保険料賦課限度額３５０，０００円を３７０，０００円に改める。 

          納期回数９回を１０回に改める。 

          低所得者に対し自主軽減（２割）措置を実施。 

昭和６３年 ４月  保険料賦課限度額３７０，０００円を３９０，０００円に改める。 

          助産費１００，０００円を１３０，０００円に改める。 

昭和６３年 ６月  国民健康保険法一部改正。 

・保険基盤安定制度の創設。 

・高額医療費共同事業の都道府県負担の導入。 

・高医療費市町村の安定化計画の作成。 

・老人医療費拠出金の国庫負担率の調整。 

昭和６３年１０月  昭和６３年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成 元年 ２月  資格得喪事務の電算委託業務を自己導入により実施。 

          機構改革により銭亀沢支所民生係を銭亀沢支所住民係に改組。 

平成 元年 ３月  平成元年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成 元年 ４月  保険料賦課限度額３９０，０００円を４００，０００円に改める。 

          国民健康保険保健施設事業（ヘルスパイオニアタウン事業）の指定を受ける。 

          国民健康保険料（税）収納率向上特別対策事業の指定を受ける。 

平成 元年 ６月  高額療養費支給制度の一部改正。 

・高額療養費自己負担限度額５７，０００円（市民税非課税世帯３１，８００円）。 

・多数該当世帯の自己負担限度額３３，０００円（市民税非課税世帯２２，２００円）。 

平成 元年 ９月  「市民健康週間」を開催。 

平成 ２年 ３月  平成２年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成 ２年 ４月  保険料賦課限度額４００，０００円を４１０，０００円に改める。 

平成 ２年 ７月  高額療養費受領委任払いを実施。 

平成 ２年１０月  「市民健康まつり」を開催。 

平成 ３年 ２月  「国民健康保険事業 財政健全化に向けての基本方策」を策定。 

平成 ３年 ３月  平成３年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成 ３年 ４月  保険料賦課限度額４１０，０００円を４３０，０００円に改める。 

平成 ３年 ５月  高額療養費支給制度の一部改正。 

          ・高額療養費自己負担限度額６０，０００円（市民税非課税世帯３３，６００円）。 

          ・多数該当世帯の自己負担限度額３４，８００円（市民税非課税世帯２３，４００円）。 
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平成 ３年１０月  「第３回 市民健康まつり」を開催。 

平成 ４年 ３月  平成４年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成 ４年 ４月  国民健康保険保健施設事業（ヘルスパイオニアタウン事業パートⅡ）の指定を受ける。 

          事務費（人件費分）および助産費の一般財源化。（国） 

          助産費１３０，０００円を２４０，０００円に改める。 

          保険料賦課限度額４３０，０００円を４４０，０００円に改める。 

          賦課割合を改定。（資産割を平成６年度までの３年間で段階的に廃止し，その相当分を

応益割へ移行） 

          国民健康保険財政安定化支援事業が創設される。（国） 

平成 ４年１０月  「第４回 市民健康まつり」を開催。 

平成 ５年 ３月  平成５年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成 ５年 ４月  保険料賦課限度額４４０，０００円を４６０，０００円に改める。 

          機構改革により，市民部国民保険課を市民部国民健康保険課に名称変更。 

          国民健康保険財政安定化支援事業が平成６年度までの暫定措置とされる。（国） 

          賦課割合を改定。 

平成 ５年 ５月  高額療養費支給制度の一部改正。 

          ・高額療養費自己負担限度額６３，０００円（市民税非課税世帯３５，４００円）。 

          ・多数該当世帯の自己負担限度額３７，２００円（市民税非課税世帯２４，６００円）｡ 

平成 ５年１０月  「第５回 市民健康まつり」を開催。 

平成 ６年 ３月  平成６年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成 ６年 ４月  保険料賦課限度額４６０，０００円を４８０，０００円に改める。 

          賦課割合を改定。（資産割を廃止。） 

平成 ６年１０月  助産費を出産育児一時金とし，２４０，０００円を３００，０００円に改める。 

          入院時食事療養費を創設。（国） 

          「第６回 市民健康まつり」を開催。 

平成 ７年 ３月  平成７年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成 ７年 ４月  保険料賦課限度額４８０，０００円を５００，０００円に改める。 

          葬祭費１０，０００円を３０，０００円に改める。 

          国民健康保険制度改正 

          ・保険料軽減制度の拡充。（４割・６割の法定軽減を，賦課割合に応じ７割・５割・２割） 

          ・保険基盤安定制度に係る暫定措置。 

          ・国保財政安定化支援事業の継続・暫定的制度化。（平成８年度までの暫定措置） 

          ・高額医療費共同事業の拡充。 

          ・基準超過医療費共同負担制度の見直し。（負担基準 １．２０を１．１７） 

          老人保健制度改正 

          ・老人保健医療費拠出金の算定に係る老人加入率上限を，平成７年度 ２２％。 

平成 ７年１０月  「第７回 市民健康まつり」を開催。 

平成 ８年 ３月  平成８年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成 ８年 ４月  賦課割合を改定し，応能割：応益割を５０：５０とする。 

          老人保健制度改正 

          ・老人保健医療費拠出金の算定に係る老人加入率上限を，平成８年度 ２４％。 
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平成 ８年 ６月  高額療養費支給制度の一部改正。 

          ・高額療養費自己負担限度額６３，６００円。 

平成 ８年１０月  「第８回 市民健康まつり」を開催。 

平成 ９年 ３月  平成９年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成 ９年 ４月  国民健康保険制度改正 

          ・保険料軽減制度の国庫負担を平成１１年度に本則の２分の１に戻す。 

          ・国保財政安定化支援事業の継続。（平成１１年度まで） 

          ・高額医療費共同事業の拡充・継続。 

          老人保健制度改正 

          ・老人保健医療費拠出金の算定に係る老人加入率上限を，平成９年度 ２５％。 

平成 ９年 ４月  「市民健康まつり」の主管を市立保健所へ移管。 

平成 ９年 ９月  外来の薬剤にかかる一部負担金の導入。（国） 

平成１０年 ３月  平成１０年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成１０年 ４月  国民健康保険制度改正 

          ・事務費の全額を一般財源化。（国） 

平成１０年 ７月  老人保健制度改正 

          ・老人保健医療費拠出金の算定に係る老人加入率上限を，平成１０年７月から３０％。 

          ・退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金の負担方法の見直し。（国保と被用者保

険で折半） 

平成１１年 ３月  平成１１年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成１１年 ７月  老人保健制度改正 

          ・老人の薬剤一部負担金を免除。（国） 

          ・老人保健医療費拠出金における老人の薬剤一部負担金免除の影響額を納付猶予。 

平成１２年 ３月  平成１２年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成１２年 ４月  介護納付金制度創設に伴う制度改正 

          ・国保の第２号被保険者に対し，介護納付金分保険料を賦課。 

          ・資格証明書交付の義務化。 

          ・保険給付費の一時差止の義務化。 

          ・保険給付費から滞納保険料控除の制度化。 

          国保財政安定化支援事業の継続。（平成１２年度まで） 

          高額医療費共同事業の継続。 

          介護円滑導入対策基金の設置。 

          ・国が資金を交付して国保中央会に基金を設置し，保険者を支援する。（平成１３年度 

まで） 

          ・脳ドックの実施。 

平成１３年 １月  国民健康保険制度改正 

          ・住所地特例の対象施設（特別養護老人ホーム等）に介護保険施設を加えた。 

          ・住所地特例の対象を全ての長期入院に拡大（疾病の別を問わない）。 

          ・海外療養費の創設。 

          ・資料の提供等に関わる根拠規定の整備。 

          ・高額療養費に係る自己負担限度額の見直し。（低所得者・一般・上位所得者に区分） 
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          ・入院時食事療養費に係る標準負担額の見直し。 

          老人保健制度改正 

          ・老人の薬剤一部負担金の廃止。 

          ・老人の一部負担金の改正。 

          ・老人高額医療費支給制度の創設。 

平成１３年 ３月  平成１３年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成１３年 ４月  国保財政安定化支援事業の継続。（平成１３年度暫定 地方財政措置 １，２５０億円

→１，０００億円） 

          基礎賦課限度額５００，０００円を５１０，０００円に改める。 

平成１４年 ３月  平成１４年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成１４年 ４月  国保財政安定化支援事業の継続。（平成１７年度までの暫定 地方財政措置 １，０００億円） 

          基礎賦課限度額５１０，０００円を５２０，０００円に改める。 

平成１４年１０月  国民健康保険制度改正 

          ・一部負担金の見直し。(３歳未満の乳幼児２割，７０歳以上一般１割・一定以上所得

者２割) 

          ・高額療養費に係わる自己負担限度額の見直し。 

          ・国保広域化等支援基金の創設。 

          老人保健制度改正 

          ・対象年齢を７０歳以上から７５歳以上に引き上げ。（５年間で段階的に引き上げ） 

          ・一部負担金の見直し。（１割（一定以上所得者は，２割），月額上限は廃止） 

          ・高額医療費の見直し。（外来・世帯ごとに自己負担限度額が設けられた） 

          ・公費負担割合を３０％から５０％に引き上げ。（５年間で段階的に引き上げ） 

          ・老人保健医療費拠出金の算定に係る老人加入率上限(３０％)の撤廃。 

          ・退職被保険者等に係る老人医療費拠出金の見直し。（全額を被用者保険等が負担） 

平成１５年 ３月  平成１５年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成１５年 ４月  国民健康保険制度改正 

          ・退職被保険者等の一部負担金の見直し。（３歳未満，７０歳以上を除き３割，特例療

養費の廃止） 

          ・外来薬剤一部負担金の廃止。 

          ・高額療養費に係わる自己負担限度額の見直し。 

          ・保険者支援制度の創設。 

          ・高額医療費共同事業の拡充・制度化。 

          ・保険料の徴収の私人委託。 

          ・保険料の算定方法の見直し。（給与所得特別控除・公的年金等特別控除の廃止，青色

専従者等控除・長期譲渡所得等特別控除の適用） 

          介護納付金賦課限度額７０，０００円を８０，０００円に改める。 

平成１６年 ３月  平成１６年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成１６年１１月  戸井町，恵山町，椴法華村および南茅部町の編入に伴う函館市国民健康保険条例の適

用の経過措置に関する条例を制定。 

平成１６年１２月  戸井町，恵山町，椴法華村，南茅部町を編入合併。 

          国保被保険者世帯６３，０９３世帯，被保険者１１０，３７６人となる。 
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平成１７年 ３月  平成１７年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成１７年 ４月  国民健康保険制度改正 

          ・保険料の算定方法の見直し。（土地・建物等の長期譲渡所得に係る１００万円の特別

控除の廃止） 

          ・一般被保険者に係る基礎賦課総額等の算定方法の見直し。（都道府県調整交付金の創

設） 

          ・三位一体改革に伴う，都道府県調整交付金の導入，国庫負担（定率国庫負担及び調 

整交付金）の割合の見直し。 

          ・保険基盤安定制度（保険料軽減分）の国及び都道府県の負担割合の見直し。（国負担

割合１/２→０，都道府県負担割合１/４→３/４） 

平成１８年 ３月  平成１８年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。           

平成１８年 ４月  国保財政安定化支援事業の継続。（平成２１年度までの暫定 地方財政措置 １，０００

億円） 

          精神病療養費の廃止。 

国民健康保険制度改正 

・保険料の算定方法の見直し。（公的年金等控除の見直しに伴う激変緩和措置，条約適 

用利子等に係る利子所得等の特例）  

・高額医療費共同事業の継続実施。（平成２１年度までの暫定措置）           

介護納付金賦課限度額８０，０００円を９０，０００円に改める。 

平成１８年１０月  国民健康保険制度改正 

・一部負担金の見直し。（現役並所得を有する７０才以上 ３割） 

・療養病床に入院する７０才以上の食費・居住費の見直し。 

・出産育児一時金３００，０００円を３５０，０００円に改める。 

・高額療養費に係わる自己負担限度額の見直し。 

・保険財政共同安定化事業の創設。（平成２１年度までの暫定措置）            

平成１９年 ２月  国民健康保険制度改正 

          ・出産育児一時金受取代理制度の創設。 

平成１９年 ３月  平成１９年度国民健康保険事業運営安定化計画策定 

平成１９年 ４月  国民健康保険制度改正 

          ・７０歳未満の高額療養費の現物給付の開始。 

          基礎賦課限度額５２０，０００円を５４０，０００円に改める。 

平成２０年 ３月  平成２０年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成２０年 ４月  国民健康保険制度改正 

          ・７５歳以上被保険者の後期高齢者医療制度への移行。（老人保健制度の廃止） 

・退職者医療制度の原則廃止。（６４歳以下は経過的に継続） 

          ・後期高齢者医療制度に対する支援金の創設。（保険料算定区分に後期高齢者支援金等

分の追加） 

          ・６５～７４歳の前期高齢者の加入割合に応じて，全保険者間での財政調整の実施 

          ・特定健康診査・特定保健指導の実施。（全保険者に義務づけ） 

          ・高額医療・高額介護合算制度の創設。 
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・一部負担金の見直し。（３歳～義務教育就学前 ３割→２割 ，７０～７４歳 １割 

→２割（※）） 

             ※平成２０年度においては，暫定的に１割に据置。 

          ・後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置。（特定世帯：５年間平等割賦課額を１／２

減額する） 

          基礎賦課限度額５４０，０００円を４５０，０００円に改め，後期高齢者支援金等賦

課限度額１２０，０００円を創設。 

平成２０年１０月  国民健康保険制度改正 

・年金からの特別徴収開始。 

平成２１年 １月  国民健康保険制度改正 

          ・出産育児一時金産科医療補償制度に加入の医療機関等で出産した場合３０，０００

円を加算。 

          ・７５歳到達月の高額療養費自己負担限度額の見直し。（１／２） 

平成２１年 ３月  平成２１年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成２１年 ４月  国民健康保険制度改正 

          ・一部負担金 ７０～７４歳 １割に据置。（平成２２年３月まで） 

平成２１年 ９月  一部負担金に係るモデル事業実施。（平成２２年３月まで） 

平成２１年１０月  国民健康保険制度改正 

          ・出産育児一時金直接払制度  

           ※平成２１年１０月１日～平成２３年３月３１日までの出産について４万円引き上

げる。 

平成２２年 ３月  平成２２年度国民健康保険事業運営安定化計画策定。 

平成２２年 ４月  国民健康保険制度改正 

          ・一部負担金 ７０～７４歳 １割に据置。（平成２３年３月まで） 

基礎賦課限度額４５０，０００円を４８０，０００円に，後期高齢者支援金等賦課限

度額１２０，０００円を１３０，０００円に，介護納付金賦課限度額９０，０００円

を１００，０００円に改める。 

・非自発的失業者の保険料，高額療養費の軽減。 

・コンビニ納付開始。 

・督促手数料廃止。（平成２２年度賦課分から） 

・国保財政安定化支援事業の継続。（平成２５年度まで 地方財政措置 １，０００億円） 

・高額医療費共同事業の継続。（平成２５年度まで） 

・保険財政共同安定化事業の継続。（平成２５年度まで） 

平成２３年 ４月  国民健康保険制度改正 

          ・出産育児一時金３９０，０００円とする措置の継続。 

・一部負担金 ７０～７４歳 １割に据置。（平成２４年３月まで） 

          基礎賦課限度額４８０，０００円を５００，０００円に，後期高齢者支援金等賦課限

度額１３０，０００円を１４０，０００円に，介護納付金賦課限度額１００，０００

円を１２０，０００円に改める。 
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平成２４年 ４月  国民健康保険制度改正 

          ・国庫負担（定率国庫負担《34%→32%》および都道府県調整交付金《7%→9%》）の割合

の見直し。 

          ・高額療養費の外来診療の現物給付の開始。 

・一部負担金 ７０～７４歳 １割に据置。（平成２５年３月まで） 

・国保財政安定化支援事業の延長。（平成２６年度まで 地方財政措置 １，０００億円） 

・高額医療費共同事業の延長。（平成２６年度まで） 

・保険財政共同安定化事業の延長。（平成２６年度まで） 

平成２４年 ６月  ・ジェネリック医薬品差額通知実施。 

平成２４年 ７月  ・ペイジー口座振替受付開始。 

平成２５年 ３月  函館市国民健康保険第２期特定健康診査等実施計画策定。 

平成２５年 ４月  国民健康保険制度改正 

          ・一部負担金 ７０～７４歳 １割に据置。（平成２６年３月まで） 

          ・後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置。（特定世帯の恒久化，特定継続世帯の新設：

最初の５年間平等割賦課額を１／２減額，その後３年間１／４減額） 

平成２５年 ５月  ・柔道整復施術療養費に関する患者調査等実施。 

平成２６年 ４月  国民健康保険制度改正 

          ・一部負担金 ７０～７４歳 平成２６年４月以降７０歳到達者から，段階的に本来

の２割負担とし，それ以前の７０歳到達者は，特例措置の１割が継続。 

          ・低所得者に係る法定軽減措置の拡充。（５割軽減・２割軽減の対象となる世帯の軽減

判定所得基準の緩和，５割軽減に単身世帯も適用） 

・基礎賦課限度額５００，０００円を５１０，０００円に，後期高齢者支援金等賦課

限度額１４０，０００円を１６０，０００円に，介護納付金賦課限度額１２０，０００

円を１４０，０００円に改める。 

平成２７年 １月  国民健康保険制度改正 

          ・出産育児一時金３９０，０００円を４０４，０００円に，産科医療補償制度掛金に 

係る加算額３０，０００円を１６，０００円に改める。 

平成２７年 ４月  国民健康保険制度改正 

・国保財政安定化支援事業の恒久化。（平成２７年度から 地方財政措置１，０００億円） 

・高額医療費共同事業の恒久化。（平成２７年度から） 

・保険財政共同安定化事業の恒久化。（平成２７年度から 対象医療費が３０～８０万 

円だったものを，すべての医療費に拡大） 

          ・低所得者に係る法定軽減基準額の改定。（５割軽減・２割軽減の対象となる世帯の軽 

減判定所得基準の緩和） 

・基礎賦課限度額５１０，０００円を５２０，０００円に，後期高齢者支援金等賦課 

限度額１６０，０００円を１７０，０００円に，介護納付金賦課限度額１４０，０００ 

円を１６０，０００円に改める。 

平成２７年 ７月  函館市国民健康保険データヘルス計画策定。 

平成２８年 ４月  国民健康保険制度改正 

・低所得者に係る法定軽減基準額の改定。（５割軽減・２割軽減の対象となる世帯の軽 

減判定所得基準の緩和） 
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・基礎賦課限度額５２０，０００円を５４０，０００円に，後期高齢者支援金等賦課 

限度額１７０，０００円を１９０，０００円に改める。 

平成２９年 ４月  国民健康保険制度改正 

・低所得者に係る法定軽減基準額の改定。（５割軽減・２割軽減の対象となる世帯の軽 

減判定所得基準の緩和） 

平成２９年 ８月  国民健康保険制度改正 

・高額療養費の自己負担限度額の見直し。（７０歳以上７５歳未満の所得区分変更） 

平成３０年 ４月  国民健康保険制度改正 

          ・国保の都道府県単位化。 

          ・低所得者に係る法定軽減基準の見直し。（５割軽減・２割軽減の対象となる世帯の軽 

減判定所得基準の緩和） 

          ・基礎賦課限度額５４０，０００円を５８０，０００円に改め，後期高齢者支援金等

賦課限度額および介護納付金賦課限度額を据置。 

          函館市国民健康保険第３期特定健康診査等実施計画策定。 

平成３０年 ６月  函館市国民健康保険第２期データヘルス計画策定。 

平成３０年 ８月  ・７０歳以上の高額療養費の限度額改定。 

           ・７０歳以上の高額療養費の限度額改定に伴う高額介護合算療養費の限度額改定。 

平成３１年 ４月  国民健康保険制度改正 

          ・低所得者に係る法定軽減基準の見直し。（５割軽減・２割軽減の対象となる世帯の軽

減判定所得基準の緩和） 

          ・基礎賦課限度額５８０，０００円を６１０，０００円に改め，後期高齢者支援金等

賦課限度額および介護納付金賦課限度額を据置。 

令和 元年 ８月  保険証と高齢受給者証の一体化。（都道府県単位化） 

令和 元年 ９月  函館市国民健康保険財政調整基金設置 

令和 ２年 ４月  国民健康保険制度改正 

          ・低所得者に係る法定軽減基準の見直し。（５割軽減・２割軽減の対象となる世帯の軽

減判定所得基準の緩和） 

・基礎賦課限度額６１０，０００円を６３０，０００円に，介護納付金賦課限度額 

１６０，０００円を１７０，０００円に改め，後期高齢者支援金等賦課限度額を据

置。 

          ・賦課割合を改定し，応能割：応益割を４９：５１とする。 

令和 ２年 ５月  新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金について，国の基

準に基づく支給を実施。 

令和 ２年 ６月  新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少等が生じた世帯に対し，国の基準 

         に基づく減免を実施（令和３年３月まで）。 

令和 ３年 ４月  新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少等が生じた世帯に対し，国の基準 

         に基づく減免を実施（令和４年３月まで）。 

令和 ４年 １月  国民健康保険制度改正 

          ・出産育児一時金４０４，０００円を４０８，０００円に，産科医療補償制度掛金に 

係る加算額１６，０００円を１２，０００円に改める。 
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令和 ４年 ４月  国民健康保険制度改正 

・基礎賦課限度額６３０，０００円を６５０，０００円に，後期高齢者支援金等賦課

限度額１９０，０００円を２００，０００円に改め，介護納付金賦課限度額を据置。 

・賦課割合を改定し，応能割：応益割を４８：５２とする。 

・未就学児の被保険者均等割額の減額を実施（未就学児の基礎賦課額および後期高齢

者支援金等賦課額の５割を軽減）。 

          新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少等が生じた世帯に対し，国の基準 

         に基づく減免を実施（令和５年３月まで）。 

          スマートフォン決済開始。 

令和 ５年 ３月  新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金について，国の基 

準に基づく支給を終了（令和５年５月７日まで）。 

令和 ５年 ４月  国民健康保険制度改正 

・低所得者に係る法定軽減基準の見直し。（５割軽減・２割軽減の対象となる世帯の軽

減判定所得基準の緩和） 

・後期高齢者支援金等賦課限度額２００，０００円を２２０，０００円に改め，基礎

賦課限度額および介護納付金賦課限度額を据置。 

・賦課割合を改定し，応能割：応益割を４７：５３とする。 

 ・出産育児一時金４０８，０００円を４８８，０００円に改める。 

 預貯金電子照会サービスの利用開始 

令和 ５年 ５月  新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少等が生じた世帯に対する国の基準 

         に基づく減免を令和４年度分の保険料で終了。 

令和 ６年 １月  出産被保険者の保険料の減額を実施（出産予定または出産した被保険者の産前産後期

間分の均等割保険料および所得割保険料を免除） 

令和 ６年 ３月  函館市国民健康保険第３期データヘルス計画，第４期特定健康診査等実施計画を策定。 

令和 ６年 ４月  国民健康保険制度改正 

          ・低所得者に係る法定軽減基準の見直し。（５割軽減・２割軽減の対象となる世帯の軽

減判定所得基準の緩和） 

          ・後期高齢者支援金等賦課限度額２２０，０００円を２４０，０００円に改め，基礎

賦課限度額および介護納付金賦課限度額を据置。 

・賦課割合を改定し，応能割：応益割を４６：５４とする。 

          ・退職者医療制度の経過措置廃止 

令和 ７年 ４月  国民健康保険制度改正 

          ・低所得者に係る法定軽減基準の見直し。（５割軽減・２割軽減の対象となる世帯の軽

減判定所得基準の緩和） 

          ・基礎賦課限度額６５０，０００円を６６０，０００円に，後期高齢者支援金等賦課

限度額２４０，０００円を２６０，０００円に改め，介護納付金賦課限度額を据置。 

・賦課割合を改定し，応能割：応益割を４５：５５とする。 

          ・高額医療費負担金の算定対象となるレセプト基準額見直し。（８０万円→９０万円） 

          ・保険基盤安定負担金（保険者支援分）の算定方法の見直し。 
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